
 

 

・現在の正会員は 2024 年 10 月以降「一般会員」へ移行します。 

・ 「一般会員」から「アーティスト会員」に種別変更する場合は、新たな会費は発生しません。 

【入会・お問い合せ】 

   松江市西津田 6-5-44 さんびる文化センター内 2 階  NPO 法人松江音楽協会 

   TEL：0852-27-6000（火曜日と日曜日を除く 9：00～17：00） 

2024 年 10 月 1 日～ 年会費 

では、令和６年１０月より 

アーティスト会員制度を新設します 
松江音楽協会では、新しく「アーティスト会員」制度をはじめることになりました。 

私たち松江音楽協会の活動目的である「地域の音楽振興による心豊かな街づくり」を実現するためには、

地域で活動する多くの音楽家の皆さんに活躍していただくことが必要と考えています。 

その基盤づくりとして、地域の音楽家や音楽団体、行政、学校、家庭を繋ぎ、芸術文化の理解を高めていく

ことを推進しています。 

ぜひ私たちと一緒に音楽振興のムーブメントを起こしていきませんか？ 

・法人の目的※1 及び活動方針※2 に賛同して入会した個人のうち、演奏の実績、指導、作詞作曲等、自ら日常的に音楽

活動※3 をしている者。 

・文化芸術振興基本法の趣旨に沿った「文化芸術」に該当する音楽を基本とする。 

・プロ・アマチュアは問いませんが、入会目的が商業音楽活動としての過度な利益目的や売名目的とみなされる場合は

お断りすることがあります。 

・次のうちいずれかの条件に当てはまる方 

① 松江市及びその近隣地域での活動が中心である。（出身地は問いません。） 

② 松江市出身または松江市に居住経験がある方。（活動地域は問いません。） 

対 象 者 

※1 定款第 3 条に記載した目的 

※2 NPO の設立趣旨に記載した内容 

※3 会員登録申請時において、普段の活動内容について記載した書類を提出していただき、総合的に判断します。 

 ・プラバホールや松江音楽協会主催の事業予定を先駆けて情報をお伝えします！（優先的情報提供） 

・コーディネイト事業に紐づいた演奏会などご紹介（アーティストリストへの掲載、演奏等の紹介） 

 ・情報発信のお手伝い（松江音楽協会 WEB サイトや公式 SNS での広報活動支援） 

・総会表決権の行使、法人運営及び事業活動への参画 

特 典 

2024 年 10 月 1 日～2025 年 6 月 30 日までに 

「一般会員」「アーティスト会員」に新規入会されると 

個人年会費 3,000 円    2,000 円！ 


